
【
３
１
頁
】

右
之
通
に
て
其
上
段
々
御
重
縁
ニ
付
御
当
家
を
御
一
門
越
前

家
と
云

一

ハ
萩
廻
り

迄
之
間

御
城
御
普
請
の
材
木

霧
口
・
川
上
・
佐
々
並

に
て
御
取
せ
被
成
候

此
近
辺

由

殊
外
大
木
多
御
座
候

一

吉
廣
公
御
代
ニ

被
仰
付
候

元
禄
十
六
年

江
戸
御
城
御
普
請
役

癸
未
十
一
月
廿
二
日
之
夜

に
て
御
城
の
石
壁
破
損

江
戸
大
地
震

ニ
付

同
廿
八
日
右
之
御
修
復
御
手
傳
之
儀
被
仰
出
候

不
残

西
之
丸

外
桜
田
御
門
・
半
蔵
・
田
安
御
門

竹
橋

年
内
に
片
付
可
被
申
付
候

同

松
平
大
膳
大
夫

此
外
ニ
松
平
右
衛
門
督
殿
・
立
花
飛
騨

御
門

所前
カ

守
殿
・
戸
沢
上
総
介
殿
・
丹
羽
五
郎
三
郎
殿
・
加
藤
遠
江
守
殿
・
稲
葉

能
登
守
殿
此
御
衆
中
へ
諸
所
被
仰
付
候

此
御
方
御
受
場
之
内
を

【
３
２
頁
】

を
吉
川
勝
之
助
殿
へ
御
分
被
成
候
而
被
仰
付
候

外
桜
田
廻
り
御
石
垣

吉

川

広

逵

御
木
屋
場
ハ
外
桜
田
御
門
之
外
に
被
仰
付
候

勝
之
介
殿
木
屋
場
も

同
所
に
て
別
ニ
此
方
よ
り
被
仰
付
候

此
御
方
御
普
請
惣
奉
行
宍
戸

丹
波
殿
・
国
司
式
部
殿
其
節
江
戸
両
当
役
ニ
而
御
座
故
被
承
候

一

関
白
秀
吉
公
之
時

ハ

家
康
公

加
賀
大
納
言

五
大
老

利
家

安
藝
中
納
言
輝
元

備
前
中
納
言
秀
家

筑
前
中
納
言
小
早
川
隆
景

一

慶
長
五
年
九
月
廿
三
日

輝
元
公

ニ
被
成

大
坂
の
城
御
明
渡

境
よ
り
御
船
に
て
藝
州
へ
御
下
り
被
遊
由

一

一
統
之
者

江
戸
品
川
に
て
磔
ニ
被
仰
付
候
節

西
国

由
井
正
雪

御
大
名
衆
中
御
見
物
被
成
候
様
ニ
と
被
仰
出
候
而
諸
家
よ
り
桟
敷
懸

【
３
３
頁
】

申
候
此
御
方
よ
り
茂
御
桟
敷
被
仰
付
候
而

被
遊
御
出
候

千
代
熊
様
注
１

一

綱
廣
公
御
病
身
ニ
而
御
下
国
不
被
成

御
幼
少

元
千
代
様
注
２

ニ
而
御
国
へ
不
被
為
下

依
之
萩
へ
上
使
と
し
て
御
旗
本
両
人
宛

三
番
手
ニ
〆
被
差
下
候

初
手

石
丸
石
見
守
殿

石
井
弥
左
衛
門
殿

二
手

山
田
清
大
夫
殿

斉
藤
左
源
太
殿

三
手

水
野
藤
右
衛
門
殿

能
瀬
小
十
郎
殿

一

吉
就
公
御
逝
去
ニ
付
而

御
養
子
と
被
為
成
候

吉
廣
公
注
３

其
節
御
下
向
年
ニ
当
申
候
得
共

二
月
に
吉
就
公
御
逝
去

依
而
戌
亥
両
年
之
間
御
国
へ
上
使
両
人
宛
被
差
下
置
か
れ
候

妻
木
彦
右
衛
門
殿
・
山
中
五
郎
左
衛
門
殿
御
両
人
也

御
宿
ハ
毛
利
若

狭
殿

【
注
１
】

＝
毛
利
秀
就
四
男
、
綱
廣
の
幼
名
。
千
代
熊
丸
。
寛
永
十
六

千
代
熊
様

年(
)

十
一
月
廿
日
～
元
禄
二
年(

)

四
月
十
七
日
。

1639
1689

【
注
２
】

＝
毛
利
綱
廣
長
男
、
吉
就
（
よ
し
な
り
）
の
幼
名
。
寛
文
ん
８
年

元
千
代
様

(
)

一
月
廿
一
日
～
元
禄
七
年(

)

二
月
七
日
。

1668
1694

【
注
３
】

＝
毛
利
綱
廣
次
男
。
初
為
右
田
毛
利
六
郎
左
衛
門
就
信
養
子

吉
広
公

号
主
膳
就
勝

後
依
吉
就
卒
去
嗣
本
家

改
大
膳
大
夫
吉
広



【
３
４
頁
】

屋
敷
ニ
妻
木

山
内
縫
殿
殿
屋
敷
ニ
山
中
殿
御
宿
な
り

一

去
ル
老
人
扣
ニ

宗
瑞
様
御
代
当
職
佐
世
宗
孚

三
井

但
馬
・
蔵
田
豊
後

右
両
人
之
検
地
之
時
七
ツ
三
歩

是
ハ
産
所
奉

行
と
云
也

高
ハ
廿
九
万
石
余

平
シ

被
成

御
両
国
之
高
五
拾
三
万
石

注
１

但

前
御
拝
領
石

な
ら

一

福
原
越
後
殿
を
以
本
多
佐
渡
守
殿
へ
御
伺
被
成
候
処
ニ
黒
田
筑
前

守
・
福
嶋
左
衛
門
大
夫
へ
問
合

此
衆
之
検
地
の
並
を
御
伺
可
然
と
の

御
内
意
也

大
夫
殿
へ
ハ
其
節
之
御
仕
置
萬
事
手
荒
く

成
物
音

ニ
付
て
御
問
合
無
之

注
２

但
筑
前
の
平
シ
ハ
二
ツ
三
歩
上
り
ニ
当
候

な
ら

一

筑
前
へ
御
問
合
被
成
候
得
ハ
彼
国
跡
出
（
持
地
）
纔
ニ
付
て

前
之
惣
高
ニ

注
３

二
歩
三
朱
程
者
上
り
ニ
成

三
拾
六
万
九
千
四
百
石
之
平
シ
高
也

な
ら

【
注
１
】

＝
慶
長
十
二
年
の

の
結
果
、
総
石
高

七
ツ
三
歩

平

シ

三
井
・
蔵
田
検
地

は
五
十
二
万
五
千
四
百
三
十
五
石
九
斗
五
合
（
「
小
箱
旧
記
抄
」
で
は
五

十
三
万
九
千
二
百
八
十
六
石
）
、
税
率
は
四
公
六
民
の
標
準
に
対
し
て
七

ツ
三
歩(

)

。
慶
長
五
年
の

の
二
十
九
万
八
千
四
百

兼
重
・
蔵
田
検
地

73
%

八
十
石
に
較
べ
て
税
収
は
十
六
万
五
千
六
百
七
十
八
石
の
増
収
と
な
っ

た
。

→
「
抨
」
（
な
ら
し
）
。
検
地
で
多
年
を
経
て
不
公
平
に
な
っ
た

「
平
シ
」

課
税
を
均
等
に
す
る
調
査
の
こ
と
。

【
注
２
】

＝
成
物
→
田
畠
の
収
穫
。
音
→
「
値
」
「
直
」
。
ね
だ
ん
。
あ
た
い
。

成
物
音

【
注
３
】

＝
石
高
に
応
じ
て
幕
府
の
賦
課
も
高
く
な
り
、

三
拾
六
万
九
千
四
百
石

終
に
は
そ
の
負
担
に
耐
え
が
た
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
正
純
の
忠
告

で
、
隣
藩
福
島
正
則
の
例
に
倣
い
三
拾
六
万
九
千
四
百
石
で
幕
府
に
届
け

た
。
こ
の
石
高
は
明
治
維
新
に
至
る
ま
で
長
く
萩
藩
の
表
高
と
な
っ
た
。

【
３
５
頁
】

此
高
ハ
右
御
内
意
ニ
依
て
二
拾
九
万
石
之
高
ニ
二
歩
三
朱
と
大

掠
了
を
以
被
成
御
上
候
故

天
下
へ
之
御
披
露
計
に
て
御
帳
ニ
ハ

無
之

然
と
も
御
両
国
之
絵
図
ニ
ハ
此
高
書
附
申
候

一

ハ
寛
永
弐
年
毛
利
甲
斐
守
様
御
仕
置
を
以

五
ツ
成
高
注
１

付
候
也
此
と
き
の
惣
高
六
拾
五
万
石
ニ
成

益
田
牛
庵
・
清
水
美
作
奉
行

但
検
地
御
帳
仕
置
を
ハ
熊
野
藤
兵
衛
被
仰

一

宗
瑞
様
御
隠
居
ハ
元
和
九
年
癸
亥
年
と
見
ゆ
る

毛
利
輝
元

一

福
島
左
衛
門
大
夫
殿
へ
藝
州
拝
領
被
仰
付
候
依
而

彼
方
よ
り
此
方
江

前
之
年
之
所
務
御
返
納
候
様
ニ
と
被
申
懸
候
得
共

御
両
国
被
為

注
２

成
候
而
者
何
と
も
御
返
納
不
相
成
候

又
其
分
ニ
而
ハ
大
夫
殿
無
御
承
引

以
之
外
御
難
儀
被
遊

御
治
定
成
兼
候
ニ
付

益
田
牛
庵
推
参
に
存
寄

【
注
１
】

＝
寛
永
検
地
（

）
で
税
率
を
五
ツ
成(

)

に
改
め

五
ツ
成
高

熊
野
検
地

50
%

た
。
石
高
は

で
三
井
・

六
十
五
万
八
千
二
百
九
十
九
石
三
斗
三
升
一
合

蔵
田
検
地
（
慶
長
十
五
年
）
に
較
べ
十
三
万
二
千
八
百
六
十
三
石
余
の
増

加
と
な
っ
、
た
が
、
税
収
は
三
十
二
万
九
千
百
四
十
九
石
余
と
な
り
、
却

っ
て
五
万
四
千
四
百
十
九
石
の
減
少
と
な
っ
た
。
田
畠
の
町
数
、
屋
敷
数

に
は
さ
し
た
る
変
化
が
無
か
っ
た
の
で
、
石
高
を
小
に
し
て
税
率
を
高
く
す

る
か
、
石
高
を
大
に
し
て
税
率
を
低
く
す
る
か
の
違
い
で
あ
っ
て
、
三
井
・

蔵
田
検
地
の
七
ツ
三
歩
成(

)

が
四
公
六
民(

)

と
余
り
に
も
か
け

73
%

40
%

離
れ
て
い
て
幕
府
や
他
藩
へ
の
聞
こ
え
も
あ
り
是
正
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
見
坂
圭
治
著
「
萩
藩
の
財
政
と
撫
育
制
度
」

頁
よ
り
。
な
お

頁
【
注

27

45

１
】
参
照
）

【
注
２
】

＝
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
毛
利
家
削
封
前
の
所
領
九
ヶ

六
ヶ
国
返
租
問
題

国
の
う
ち
、
伯
耆
、
備
中
の
二
国
は
共
に
半
国
故
合
し
て
一
国
と
見
な

し
、
こ
れ
に
防
長
両
国
を
除
い
た
残
余
の
安
藝
、
備
後
、
石
見
、
出
雲
、
隠

岐
の
五
ヶ
国
を
加
え
て
六
ヶ
国
と
し
、
そ
の
六
ヶ
国
に
対
す
る
慶
長
五
年

度
の
民
租
を
新
領
主
に
返
還
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
諸
侯
の
転
封
或



【
３
６
頁
】

被
申
上

御
両
国
之
内
一
郡
御
引
渡
候
而
御
返
納
米
相
済
候
迄
ハ

い
つ
迄
も

ニ
成
さ
れ
候
而
御
断
被
仰
可
然
と
被
申

無
余
儀

引
田
注
１

思
召
其
分
に
御
理
ニ
而
大
嶋
郡
御
引
渡
一
両
年
御
納
ニ
被
成

後

宍
道
五
郎
兵
衛
を
以
算
用
差
引
之
為
太
夫
殿
へ
被
遣
候

節
ニ
太
夫
殿
も
被
成
御
相
對
其
後
ニ
ハ
彼
者
働
ニ
而
相
済
候
事

後
下
総

一

山
田
吉
兵
衛

宗
瑞
様
御
代
よ
り
出
頭
仕
候

然
所
ニ
御
上
落
之
時
御
納
戸
役
ニ

洛

宍
道

先

五
郎
右
衛
門
被
召
連
候

五
郎
右
衛
門
其
節
迄
ハ
年
若

（
マ
マ
）

ニ
付

自
然
之
時
之
御
用
ニ
御
納
戸
銀
二
百
貫
目
御
仕
置
有
之

候
得
共

五
郎
右
衛
門
支
配
不
被
仰
付

功
者
役
ニ
吉
兵
衛
へ
被
成

御
預
候

就
夫
其
算
用
方
ニ
渡
辺
又
左
衛
門
・
山
田
利
助
と
申
者
両
人
御
付

い
は
削
封
の
場
合
、
前
領
主
の
当
然
追
う
べ
き
義
務
と
さ
れ
て
い
た
の
で
福

島
正
則
（
芸
州
）
、
堀
尾
吉
晴
（
雲
・
隠
）
、
石
州
大
森
銀
山
代
官
な
ど
か

ら
頻
り
に
こ
れ
を
催
促
す
る
に
至
っ
た
。
毛
利
輝
元
は
先
に
広
島
築
城
に

巨
費
を
投
じ
、
朝
鮮
出
兵
に
も
少
な
か
ら
ぬ
戦
費
を
要
し
た
。
そ
の
上
に

関
ヶ
原
敗
戦
に
よ
る
削
封
を
受
け
た
の
で
、
返
済
に
苦
し
む
よ
り
は
防
長

両
国
の
放
棄
ま
で
考
え
た
が
、
放
棄
し
て
も
責
任
を
免
れ
得
な
か
っ
た
。
結

局
、
益
田
牛
庵
の
提
案
に
よ
り
、
返
祖
は
六
ヶ
国
に
知
行
地
を
有
し
て
い

た
者
丈
の
責
任
で
は
な
く
八
ヶ
国
百
二
十
万
石
に
案
分
し
、
従
来
防
長
二

ヶ
国
内
に
采
地
を
有
し
て
い
た
者
に
も
石
高
に
応
じ
て
平
等
に
負
担
せ
し

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
返
済
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

【
３
７
頁
】

被
成
候

御
在
京
中
ニ
此
御
仕
置
銀
有
之
段

上
方
の
町
人
承

お
よ
ひ

右
之
両
人
江
談
シ

利
之
為
百
貫
目
御
預
候
様
ニ

和
市
注
１

と
申
候
而
取
出
シ

不
相
調
候
故

吉
兵
衛
御
供
ニ
而
被
罷
下
候

横
ニ
成
注
２

不
及

儀
不
相
成

御
跡
に
二
三
ヶ
月
滞
留
候
而
沙
汰
被
仕
候
へ
共

被
罷
下
候
へ
者

右
両
人
御
国
之
様
子
承
合

萩
着
之
夜

手
注
３

則
走
り
申
候

依
之
吉
兵
衛
不
被
存
儀
な
か
ら

知
行
被
召
上

数
年
明
木
村
ニ
引
込
居
被
申
候

左
候
而
千
石
の
物
成
高
を
以

年
々
ニ
被
召
上
候

差
引
被
仰
付
候
へ
ハ
百
貫
目
之
辻
相
済
候
故

甲
斐
守
様
御
沙
汰
之
上
八
百
石
ニ
〆
召
出

前
々
之
分
ニ
御

老
中
御
寄
合
の
列
座
被
仰
付
候

後
五
百
石
本
家

三
百
石

山
田
長
兵
衛
へ
分
ケ
被
申
候

右
之
故
下
総
家
ニ
安
藝
已
来
之
記
録

【
３
８
頁
】

御
用
物
諸
扣
有
之
筈
也

【
注
１
】

＝
（
わ
し
）
相
場
の
意
。

和
市

【
注
２
】

＝
「
横
に
寝
る
」
→
借
財
を
返
さ
な
い
。
借
り
た
も
の
を
返
さ
ず
に

横
ニ
成

居
直
る
。

【
注
３
】

＝
自
分
の
手
に
負
え
な
い

不
及
手

【
注
１
】

＝
一
般
に
下
地
知
行
取
家
臣
が
そ
の
知
行
地
を
質
物
と
し
て
藩
府

引
田

に
提
出
し
て
借
財
す
る
方
法
で
「
引
当
の
田
」
の
意
味
か
。
な
お
、
六
ヶ
国

返
租
問
題
で
安
藝
広
島
藩
主
福
島
正
則
へ
の
返
租
に
周
防
国
の
う
ち
大

嶋
・
玖
珂
・
熊
毛
郡
な
ど
を
引
田
に
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
が
、
実

際
に
ひ
き
わ
た
し
た
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
（
石
川
卓
美
編
「
山

口
県
近
世
史
研
究
要
覧
」
１
３
９
頁
参
照
）



一

寛
永
十
一
年
之
御
上
洛
ニ
ハ
大
猷
院
様
御
代
替
り
ニ
付

徳
川
家
光
法
名

諸
家
江
御
判
物
御
朱
印
改
被
差
出
候

此
時
節

益
田

牛
庵
上
京
仕
被
居
候
而

・

江
御
朱
印

甲
斐
守
様

日
向
守
様

注
１

注
２

注
３

注
４

分
り
申
筈
ニ
候
処
ニ

御
宿
へ
被
参

酒
井
讃
岐
守
殿

土
井
大
炊

御
一
座
に
て

・

へ
被
為
對
御

頭
殿

中
納
言
様

藤
七
郎
様

注
５

注
６

両
国
御
相
違
有
間
敷
と
の
御
誓
紙
を
被
懸
御
目
被
申
立
候

土
井
・
酒
井
様
其
時

江
三
原
を
分
被
遣
候

淺
野
因
幡
守
殿
注
７

例
を
被
仰
立
候
処
ニ
御
当
家
ヘ
ハ
両
公
方
様
よ
り
中
納
言

父
子
へ
当
候
御
誓
紙
之
趣
藝
州
の
並
と
ハ
違
ひ
可
申
と
被
申

詰
候
而
重
而
御
沙
汰
之
上
無
相
違
被
仰
出
候

此
段
別
而
牛
庵
忠
義
ニ

【
３
９
頁
】

相
成
申
候
也

一

大
坂
冬
の
陳
ハ
慶
長
拾
九
年
御
和
談
ニ
成

翌
元
和
元
之

夏
之
陣
ニ
大
坂
落
去
五
月
七
日
也

一

井
原
五
郎
右
衛
門
元
光
当
職
仕
候
節

已
後
三
井

宗
孚
元
嘉

佐

世

但
馬
・
井
原
孫
左
衛
門
・
三
浦
内
左
衛
門
・
榎
本
伊
豆

又
但
馬
再
役

元

信

元

歳

元

澄

元

吉

三

井

注
１

仕
候
所
ニ

御
国
中
在
々
惣
年
打
續
御
逼
迫
非
大
形
候
ニ
付

限
有
衆

【
注
１
】

＝
長
府
毛
利
甲
斐
守
秀
元
。

甲
斐
守
様

【
注
２
】

＝
毛
利
輝
元
次
男
、
徳
山
毛
利
日
向
守
就
隆
。

日
向
守
様

【
注
３
】

＝
酒
井
忠
世

酒
井
讃
岐
守
殿

【
注
４
】

＝
土
井
利
勝

土
井
大
炊
頭
殿

【
注
５
】

＝
毛
利
輝
元
。

中
納
言
様

【
注
６
】

＝
毛
利
輝
元
長
男
、
秀
就
の
幼
名
。

藤
七
郎
様

【
注
７
】

＝

安
藝
淺
野
家
浅
野
但
馬
守
長
晟
の
子
、
浅
野
因
幡

淺
野
因
幡
守
殿

守
長
治
。
三
次
藩
藩
祖
。

当
職
不
被
仕
と
も
可
被
成
様
無
之
ニ
付

先
当
分
之
御
用
之
様
ニ

三
ヶ
年
被
仰
付
候

此
時
之

出
来

御
難

御
借
銀
三
千
五
百
貫
目
注
２

儀
ニ
相
極
候
故

宗
瑞
様
元
和
八
ニ
毛
利
甲
斐
守
様

へ
御
仕
置

注
３

之
儀
御
直
ニ
御
頼
被
成
候
得
共
御
請
無
之

其
年
江
戸
御
参
勤

ニ
付

翌
年

殿
を
御
使
者
に
て
江
戸
へ
被
成
御
登
せ

宍
道
主
殿

主

殿

助

カ

【
４
０
頁
】

深
御
頼
被
成
度
と
の
儀
ニ
付
毛
甲
斐
守
様
御
下
向
ニ
而

其
秋
よ
り

益
田
牛
庵
・
清
水
美
作
へ
御
仕
組
被
仰
付

都
合
を
甲
斐
守
様

被
聞
召
御
改
有
之
た
る
也

宗
瑞
様
に
は
牛
庵
被
申
立

上
ノ
諸
事
下
ノ
仕
置
ハ
牛
庵
存
寄
よ
り
出
候

仕
組

銀
迄

御
仕
置
注
１

出
来
申
候

然
者
甲
斐
守
様
へ
御
頼
に
も
不
及

牛
庵
計
に
て

相
済
候
事
ニ
候
得
共

宗
瑞
様
御
隠
居
被
成
候
ニ
付
此
儀
を

甲
斐
守
様
を
以
被
申
之
由
也

但
御
逼
迫
故

其
節
当
職
を
限
り
有
衆
不
被

仰
付
ト
云
説
有
之

宗
瑞
様
御
直
捌
ニ
而
御
疑

強
故

限
有
衆
へ
被
仰
付
候
得
共

限
有
衆
夫
故
御
請

不
被
仕
と
い
ふ
説
も
有
り

【
４
１
頁
】

【
注
１
】

＝

限
有
衆

【
注
２
】

＝
元
和
九
年
当
時
、
四
千
貫
目
の
誤
り
（
「
萩
藩

御
借
銀
三
千
五
百
貫
目

の
財
政
と
撫
育
制
度
」

頁
・

頁
参
照
）
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33

【
注
３
】

＝
３
８
頁
注
１
参
照
。

甲
斐
守
様

【
注
１
】

＝
不
時
の
軍
用
金
か
。

御
仕
置
銀



一

牛
庵
御
仕
置
銀
千
三
百
貫
目

小
判
三
千
両

大
判
百
枚

阿
川
砂
金

牛
庵
仕
置
ニ
而

御
借
銀
も
相
調

御
仕
置
銀
迄

出
来
候
事
莫
大
な
り

一

当
役
之
内

銀
三
百
貫
御
仕
置
銀
出
来
申
候

宍
道
主
殿

主

殿

助

カ

注
１

注
２

一

寛
永
十
年
之
六
月
中

国
へ

市
橋
伊
豆
殿
・

上
使

棺
松

？

平
右
衛
門
・
村
越
七
郎
左
衛
門
殿

是
数
々
古
人
扣
内
也

一

椿
村
八
幡
の
社
頭
に
祇
園
の
小
社
有
り

是
ハ
八
幡
勧
請

已
前
よ
り
地
ニ
一
国
一
社
の
祇
園
の
社
地
也

此
社
同
国
大
津
郡

瀬
戸
嶋
に
移
す
と
也

其
跡
へ
川
上

に
梶
原
平
蔵
勧
請

■

崎
カ

の
八
幡
有
之
を
御
打
入
之
節
此
所
へ
移
す

右
祇
園
の
小
社

有
之
を
取
立
近
年
参
詣
有
し
に
享
保
辛
丑
ノ
年
よ
り

六

年

１

７

２

１

【
４
２
頁
】

八
幡
の
馬
場
末
に
借
の
殿
を
調

六
月
七
日
よ
り
十
四
日
迄
御
輿
を
借

殿
に
御
幸
を
な
し
て
祭
り
を
始
る
也

此
年
祐

厳

院

殿
御

吉
元
公
三
男
宗
元

逝
去
ニ
依
て

御
中
陰
過
て
六
月
十
一
日
よ
り
神
輿
御
幸
を
な
し
て

同
十
七
日
迄
祭
る
也

但
此
八
幡
鳥
井
昔
よ
り
木
に
て
社
の

木
の
下
ニ
立
し
を

厂
？

【
注
１
】

＝
「
毛
利
四
代
実
録
」
に
よ
れ
ば
寛
永
十
年
幕
府

三
名
は
市

上
使

巡
検
使

橋
伊
豆
守
長
政
・
村
越
七
郎
左
衛
門
正
重
、
柘
植
平
右
衛
門
正
時
と
あ

る
。

【
注
２
】

＝
意
味
不
明
。
「
棺
松
」
は
柘
植
の
誤
記
か
。
（
「
山
口
県
史
」
史
料
編
近

棺世
Ⅰ
上

頁
参
照
）

327

此
年
よ
り
石
ニ
被
仰
付
馬
場
末
ニ
建
立
也

一

吉
廣
公
御
舎
弟

ハ

御
養
子
に
て

監
物
様

松
平
兵
部
大
輔
様

注
１

注
２

鳥
越
之
御
屋
敷
ニ
部
屋
住
ニ
而
被
成
御
座
候
所

兵
部
様
御
氣
ニ

不
合
申
事
有
之
哉

監
物
様
を
御
乱
心
御
座
候
故

御
家
續
不
被

成

別
ニ
御
養
子
を
被
成
候
旨
監
物
様
を
御
押
込
可
被
成
と
の
御
事

ニ
付

彼
御
方
よ
り
御
老
中
方
へ
も
右
之
御
内
意
被
仰
出
之
由
候

此
段

【
４
３
頁
】

此
御
方
ニ
被
聞
召
兵
部
様
に
御
詰
付
有
之

其
節
此
御
方
江
戸

御
家
老
ハ

と

也

監
物
様
御
乱

毛
利
市
正
殿

国
司
与
三
兵
衛
殿

心
之
儀
少
も
無
之
段

慥
ニ
此
御
方
被
聞
召

兵
部
様
と
の
御

ニ

出
入
注
１

相
成
申
候
而

兵
部
様
御

ニ
不
被
應
事
有
之
候
ハ
夫
迄
ニ
而

此
方
へ

争

被
差
返
候
様
ニ
と
の
御
事
ニ
候
へ
と
も

左
様
も
不
被
為
成
由
候
所
ニ

此
御
方
よ
り
国
司
与
三
兵
衛
よ
り
委
細
書
付
を
以
殿
様
よ
り
之
御

書
付
ニ
不
及

天
下
之
御
老
中
御
月
番

へ
持
参

阿
部
豊
後
守
殿
注
２

被
仕

段
々
御
直
ニ
様
子
被
申
上

自
分
よ
り
之

被
差
上

監
物
様
を
此

も
カ

御
方
へ
御
返
シ
被
下
候
様
ニ
と
御
下
知
を
奉
頼
候

無
左
候
ハ
ヽ
大
膳

大
夫
家
中
押
懸
取
返
シ
可
申
に
て
可
有
御
座
候

此
段
被
聞
召

被
下
候
様
ニ
少
も
監
物
病
心
に
無
之
段
茂
委
細
ニ
公
儀
ニ
聞
召

【
注
１
】

＝
毛
利
元
重
。
延
宝
六
年
戊
午
三
月
四
日
生
於
麻
布
邸

為
越

監
物
様

仝

前
松
平
兵
部
大
輔
昌
明
養
子
之
命
元
禄
三
年
庚
午
六
月
四
日
入
家

有
故
帰
吉
広
家

宝
永
三
年
丙
戌
八
月
十
二
日

十
二
年
己
卯
六
月
朔
日

卒
於
長
州
萩
年
二
十
九
。

【
注
２
】

＝
松
平
明
石
家
、
松
平
兵
部
大
輔
斎
宣
。

松
平
兵
部
大
輔
様



【
４
４
頁
】

分
候
而
御
下
知
を
被
加

此
御
方
江
被
差
戻
候
様
ニ
と
兵
部
様
江
被
仰

元
禄
十
二
卯
ノ
六
月

渡

此
方
え
も
其
段
御
沙
汰
有
之
付
而

之
夜
九
ツ
時
分
桜
田
御
上
屋
敷
へ
御
帰
被
成
候

此
時
為
御
迎

二
日

兵
部
様
江
鳥
越
之
御
屋
敷
江
毛
利
市
正
殿
を
被
遣

其
外

数
多
之
御
人
数
を
被
遣
候

左
候
而

ニ
ハ
麻
布
御
下
屋

六
月
四
日

敷
御
越
被
遊
候

段
々
御
人
数
ニ
付
候
而

御
心
安
被
成
御
座
候

此

事
ハ
五
月
廿
日
比
よ
り
之
事
ニ
而
候
六
月
二
日
此
御
方
へ
御
取
帰
被
成
候

其
節

候

此
度
別
而
国
司

御
手
柄
之
取
沙
汰
江
戸
中
ニ
有
之

与
三
兵
衛
働

無
比
類
事
ニ
而

其
節
之
首
尾
段

弥
異
儀
ニ

及
申
迚
茂

殿
様
之
御
身
体
少
茂
懸
り
不
申

与
三
兵
衛

身
柄
を
つ
ぶ
し
申
迄
に
て
相
済
候
様
御
公
儀
向
を
沙
汰
被
仕

【
４
５
頁
】

置
候

此
段
旁
其
節
思
召
侭
に
公
儀
向
相
成
し

依
之
其
節
与
三

兵
衛
江
千
石
之
御
加
増
と
し
て
土
手
付
開
作
地
拝
領
被
仰
付

其
節

吉
廣
公
監
物
様
を
御
同
道
に
て
御
老
中
御
礼
ニ
御
廻
り
被
成
候

夫
よ
り
已
来
兵
部
様
御
家
を
御
不
通
被
遊
候

一

ハ
元
和
七
酉
ノ
年
よ
り
寛
永
元
甲
子
ノ
年
迄
四
年
之

熊
野
帖
注
１

１

６

２

１

１

６

２

４

【
注
１
】

＝
も
め
ご
と
、
悶
着
、
喧
嘩
。

出
入

【
注
２
】

＝
阿
部

忠
秋
。
下
野
壬
生
藩
・
武
蔵
忍
藩
藩
主
。
徳
川

阿
部
豊
後
守
殿

家
光
・
家
綱
の
二
代
に
わ
た
っ
て
老
中
を
務
め
た
。
剛
毅
木
訥
な
人
柄
で
、

松
平
信
綱
と
は
互
い
に
欠
点
を
指
摘
、
補
助
し
あ
っ
て
幕
府
の
盤
石
化
に

尽
力
し
、
ま
だ
戦
国
の
遺
風
が
残
る
中
、
幕
政
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
貢

献
し
た
。
『
関
原
日
記
』
（
全

巻
）
の
編
者
。

5

防
長
両
国
の
御
物
成
を
折
合
せ

抨

に
し
て
石
高
定

之
由
也

日

な
ら
し

衍
字
カ

依
之

共
云

然
共
地
方
の
給
地
に
て
無
く
年
々
の

熊
野
帳
検
地

御
物
成
四
年
之
分
を
折
合

御
帳
を
改
に
依
て
熊
野
帖
と
云

一

享
保
五
子
ノ
年
の
春

江
御
増
石
高
之
御
願

毛
利
隠
岐
守
様
注
２

天
下
江
被
仰
上
相
済
候
上
被
進
候

此
内
者
下
の
関
不
残
御
本

手
領
ニ
被
仰
付

又
前
大
津
に
て
甲
斐
守
様
已
来
之
所
を
御
還
附

【
４
６
頁
】

被
仰
付
候

内
七
八
千
石
余
も
残
被
置
候
処
を

如
古
来
不
残
付

被
遣
候

是
を
御
増
高
と
此
節
御
唱
被
成
候

往
古
よ
り
御
分
地

の
外
を
増
被
遣
候
高
ニ
而
者
無
之
候

此
度
之
御
沙
汰
之
御
増

高
と
も
に
古
帳
不
残
被
遣
候
分

石
高
四
万
七
千
三
百
四
十

石
余
と
御
書
付
を
以
被
仰
出
候
也

古
き
写
に
古
帳
三
万
六
千

【
注
１
】

＝

、
毛
利
秀
就
が

に
命
じ
て
行

熊
野
検
地

寛
永
二
年

熊
野
藤
兵
衛
就
郷

石
高

六
十
五
万
八
千
二
百
九
十
九
石
三
斗
三

っ
た
検
地
。
そ
の
結
果

は

と
な
り
、
三
井
・
蔵
田
検
地
に
較
べ
十
三
万
二
千
八
百
六
十
三
石

升
一
合

余
の
増
石
と
な
っ
た
。
税
率
を

に
改
め
た
為
、

は
三
十
二
万

五
ッ
成

税
収

九
千
百
四
十
九
石
余
と
な
り
却
っ
て
五
万
四
千
四
百
十
九
石
の
減
少
と

な
っ
た
。

の
旧
記
に
よ
る
と
、
末
家
へ
の
配
地
、
一
門
以
下
の
諸
士
へ
の

慶
長
の
中
頃

給
碌
を
控
除
し
た
残
り
の
「

」
は

で
あ
り
、
さ
ら
に

御
蔵
入

十
五
万
石
前
後

其
内
か
ら
天
災
そ
の
他
の
事
情
か
ら
荒
蕪
に
帰
し
た
も
の
を
除
く
と
現
作

九
万
五
千
石

藩
の
一

は
十
三
万
石
内
外
。
そ
れ
に
七
ツ
三
歩
を
乗
じ
た

が

で
あ
っ
た
。
（
「
萩
藩
の
財
政
と
撫
育
制
度
」

頁
参
照
）

年
間
の
収
入

28

こ
の
十
万
石
足
ら
ず
の
歳
入
か
ら
六
ヶ
国
返
祖
、
手
伝
普
請
、
萩
城
外
の

新
規
施
設
建
設
費
を
支
出
す
る
の
は
苦
し
く
、
元
和
九
年
藩
債
の
総
額
は

銀
四
千
貫
目
に
達
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
銀
百
匁
に
つ
き
四
石
替
の
率
と

し
て
米
十
六
万
石
に
相
当
す
る
債
務
で
あ
り
、
一
ヶ
年
の
御
蔵
入
米
を
全

部
返
済
に
充
て
て
も
二
ヶ
年
を
要
す
る
債
務
規
模
で
あ
っ
た
。
（
仝

頁
）

31

【
注
２
】

＝
大
野
毛
利
家
、
毛
利
隠
岐
守
就
頼
。
吉
川
広
家
三

毛
利
隠
岐
守
様

男
。



弐
百
石
と
有
者
少
々
相
違
也

一

先
年
御
当
家
之
御
判
物
天
下
御
代
替
ニ
付
御
老
中
御
認

被
成
候
ニ
付

・

并

も
被
相
添

堅
田
安
房

益
田
孫
左
衛
門

口
羽
又
兵
衛

注
１

就

政

就

固

元

智

持
参
被
仕

御
老
中
御
次
之
間
ニ
罷
居
候
由

左
候
而
御
判
物

注
２

御
披
見
被
成

御
添
奉
書
を
も
御
披
見
ニ
而

松
平
伊
豆
守
殿

被
仰
候
ニ
者

名
計

判
形
無
之
事
ハ
如
何
様
之

井
伊
掃
部
殿
注
３

【
４
７
頁
】

殿
ノ
事

子
細
に
て
候
哉

御
尋
候
得
者

益
田
孫
左
衛
門
被
申
候
ハ
侍
従
様

掃
部
頭

御
事

大
坂
陣
ニ
而
御
手
を
お
ハ
せ
ら
れ

御
病
中
に
て
御
座
候
故

御
判

注
１

【
注
１
】

＝
寄
組
益
田
家
、
益
田
孫
左
衛
門
就
固
。
益
田
景
祥
長

益
田
孫
左
衛
門

男
。

【
注
２
】

＝
松
平
信
綱
。
寛
永
十
年
（

年
）
五
月
五
日
、
家

松
平
伊
豆
守
殿

1633

光
よ
り
老
中
に
任
じ
ら
れ
、
一
万
五
千
石
を
加
増
さ
れ
て
武
蔵
忍
藩
三

万
石
に
移
封
。
寛
永
十
五
年
（

年
）
幕
府
軍
の
総
大
将
と
し
て
島
原

1638

の
乱
鎮
圧
。
一
揆
鎮
圧
の
勲
功
に
よ
り
寛
永
十
六
年
（

年
）

月
五

1639
1

日
三
万
石
加
増
さ
れ
武
蔵
川
越
藩
六
万
に
移
封
。
家
光
没
後
は
第
四
代

将
軍
徳
川
家
綱
を
補
佐
し
慶
安
の
変
や
明
暦
の
大
火
な
ど
の
対
応
に
務

め
た
。
城
下
町
川
越
の
整
備
、
江
戸
と
を
結
ぶ
新
河
岸
川
の
改
修
整
備
、

野
火
止
用
水
の
開
削
、
農
政
の
振
興
な
ど
に
よ
り
、
藩
政
の
基
礎
を
固
め

た
。

【
注
３
】

＝
井
伊
直
政
、
上
野
国
高
崎
藩
の
初
代
藩
主
。
後
に
近
江

井
伊
掃
部
殿

国
佐
和
山
藩
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
近
江
国
彦
根
藩
の
初
代
藩
主
。
徳
川
四

天
王
の
一
人
。
井
伊
の
赤
備
え
は
戦
国
屈
指
の
精
鋭
部
隊
と
し
て
特
に
有

名
。
徳
川
氏
き
っ
て
の
政
治
家
・
外
交
官
と
し
て
名
高
い
。
現
在
の
群
馬
県

高
崎
市
と
滋
賀
県
彦
根
市
の
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
人
物
。
慶
長
七
年

（

年
）
二
月
一
日
過
労
と
関
ヶ
原
で
受
け
た
鉄
砲
傷(

右
肘
関
節
、
一

1602

説
に
右
肩
ま
た
は
左
腕)

に
よ
る
破
傷
風
で
死
去
。

不
被
遊
候
と
や
ら
ん
承
申
候
と
御
答
被
申
上
候
得
者

成
程
其
通

に
て
可
有
之
と
被
仰
候

一

輝
元
様
盛
時

の
御
居
間
へ
御
出
被
成
候
而

御
座
敷

秀
就
様

内
御
覧
被
成
候
節

御
物
置
の
戸
を
御
明
け
被
成
候
へ
ハ
夜
着
棚
な
り

上
に
絹
の
御
夜
着
蒲
団
有
之
候
を
御
覧
被
成
候
而

偖
／
＼
是

ハ
果
報
の
生
れ
付
也

身
と
も
ハ
ヶ
様
の
物
不
持

薄
ふ
と
ん

藤
七
殿

毛
利
秀
就

一
ツ
を
持
候
と
被
遊
御
意
候
由

毛
利
右
京
様

毛
利

一

享
保
三
戌
三
月
十
八
日

御
病
気
御
大
切
ニ
付

注
２

元

矩

を
御
養
子
ニ

従

殿
様
御
願
出
被
成

同
廿
日
御
逝
去

讃
岐
守
様
注
３

也

【
４
８
頁
】

一

同
年
四
月
十
三
日
御
奉
書

来

十
三
日
御
登
城
被
成
候
様
ニ
と
の

至到
カ

御
事
ニ
而

御
登
城
被
遊
候
所
ニ
右
京
様
御
死

吉
元
公
注
１

去
ニ
付
御
養
子
之
御
沙
汰
不
被
及

長
府
領
御
本
家
江

御
還
付
被
仰
付
候
間

御
家
頼
之
者
う
ろ
た
へ
不
申
様
ニ
被
仰
付

候
様
ニ
と
被
仰
出
候

一

同
年
五
月
十
五
日

吉
元
公
御
登
城
被
成
候
而
御
用
有
之
由
に
て

【
注
１
】

＝
伊
井
直
政
が
鉄
炮
傷
を
負
っ
た
の
は

大
坂
陣
ニ
而
御
手
を
お
ハ
せ
ら
れ

関
ヶ
原
の
戦
い
。
「
大
坂
陣
」
は
誤
り
。

【
注
２
】

＝
長
府
毛
利
家
、
毛
利
元
矩
。
毛
利
綱
元
四
男
。
享
保
三

毛
利
右
京
様

年
三
月
廿
日
十
五
才
で
卒
す
。

【
注
３
】

＝
清
末
毛
利
家
、
毛
利
讃
岐
守
元
平
。
後
、
長
府
毛
利

毛
利
讃
岐
守
様

家
を
継
ぎ
毛
利
匡
広
。



被
仰
出
趣
ハ

毛
利
讃
岐
守
様
へ
増
高
被
遣

長
門
府
中
へ
所
替

之
儀
御
願
通
被
仰
出
候
事

是
ハ
長
府
右
京
様
御
知
行
高

不
残
被
返
御
知
行
所
も
彼
所
を
右
京
御
代
の
こ
と
く
返
ら
れ

右
京
様
御
養
子
不
相
成
候
故

彼
御
家
ハ
是
迄
に
て
御
断
絶

仕
候

讃
岐
守
様
ハ
清
末
に
て
弐
万
石

長
府
よ
り
の
御
分
地
に
て
御
座
候

【
４
９
頁
】

を
此
度
右
之
通
ニ
此
御
方
よ
り
御
願
出
被
成

新
規
ニ
御
本
家
よ
り
の

御
分
地
ニ
相
成
申
候

左
候
而
赤
間
ヶ
関
之
儀
ハ
御
本
手
領
に
一
先

被
仰
付

町
奉
行
其
外
之
役
人
を
も
被
差
置
候
処
ニ
讃
岐
守
様
よ
り

達
而
御
望
御
願
被
成
候
故

如

本
享
保
六
丑
年
春
御
戻
し
被
遣
候

も
と
の
ご
と
く

其
節
御
本
手
よ
り
赤
間
関
之
内
入
江
有
之
所
ニ
土
手
を
被
仰
付

御
開
作
所
之
御
仕
置
ニ
被
成
置
候
を

直
様
御
本
手
の
御
用
屋
敷
ニ

被
仰
付

御
作
事
等
追
々
被
仰
付

此
御
屋
敷
内
ニ
御
用
人
被
差
出
也

一

長
門
萩

ハ
寛
永
十
六
卯
ノ
年
ニ
懸
り
候
て

渡
初
ハ

橋
本
の
大
橋

注
１

山
口
大
老
横
屋
権
左
衛
門

根
本
山
口
ニ
往
古
よ
り
之
町
人
に
て

後
■

守
ト
云

注
２

萩御
打
入
之
節

御
供
仕

呉
服
町
屋
敷
を
被
下

代
々
住
居
仕
候

彼

者
其
節
子
十
弐
人
持
候
ニ
付

渡
リ
初
被
仰
付
候

【
注
１
】

＝
長
府
毛
利
家
、
毛
利
綱
元
長
男
。
宝
永
四
丁
亥
年
十
一
月
廿

吉
元
公

三
日
毛
利
本
家
松
平
大
膳
大
夫
吉
広
の
養
子
と
な
る
。
泰
恒
院
。

【
５
０
頁
】

一

享
保
十
六
辛
亥
初
秋
よ
り
紀
州
四
国
九
州
播
磨
よ
り
下

中
国
筋
不

１

７

３

１

残

田
地
に
ウ
ン
カ
ト
云
虫
付
候
而

米
穀
押
並
枯

牛
馬
死
亡

大

飢
饉
に
て
餓
人
・
餓
祗
人
ハ
不
知
数

其
上
疫
病
は
や
り
て
非
人

餓
死
カ

犬
迄
死
亡

不
知
其
数

一

大
飢
饉
ニ
付

公
方
様
よ
り
中
国
筋
西
国
筋
へ
大
坂
よ
り
ハ
不
及
申

江
戸
北
国
筋
よ
り
米
穀
急
度
御
廻
せ
被
成
候

其
上
国
主
領
主
へ

拝
借
金
被
仰
付
候

御
返
済
之
儀
者
子

ノ
年
ハ
不
及
御
沙
汰

丑

ノ

享
保
１
７
年

享
保
１
８
年

年
よ
り
三
ヶ
年
ニ
御
返
上
之
儀
被
仰
出
候

尤
米
を
も
諸
所
入
用
次
第
に

御
貰
せ
被
成

代
金
ハ
百
日
延
被
仰
付
候

御
当
家
へ
も
金
弐
万
両

御
拝
領
被
仰
付
候

尤
此
内
長
府
・
徳
山
江
も
右
御
拝
借
之
内

石
割
に
し
て
御
配
被
成
候

【
５
１
頁
】

一

御
国
中
虫
枯
ニ
付
飢
饉

依
之
丑

ノ
年
江
戸
御
参
府
之
砌

享
保
１
８
年

公
儀
江
被
仰
出
候
趣

去
秋
御
国
中
虫
枯
損
亡
高
弐
十
八
万
五
千
百
石
余

水
損
高
七
千
六
百
石
余

残
所
務
高
七
万
六
千
六
百
石
余

【
注
１
】
橋
本
橋
＝
架
橋
時
期
は
寛
永
十
六
年
（
１
６
３
９
）
と
す
る
説
（
「
渡
辺
年
表
」
「
萩

史
料
」
）
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
架
け
替
え
で
、

初
の
架
橋
は
元
和
二
年

（
「
八
江
萩
名
所
図
絵
」
の
説
）
頃
か
と
思
わ
れ
る
。
元
和
八
年
（
）
三
の
曲
輪
（
堀

内
）
の
東
面
に
堀
（
外
堀
）
を
掘
っ
た
と
い
う
説
（
「
柿
並
年
表
」
「
萩
古
実
未
定
之

覚
」
）
も
あ
る
が
、
裏
付
け
の
史
料
は
な
い
。
（
「
萩
市
史
」
第
一
巻

頁
）

198

【
注
２
】
横
屋
権
左
衛
門
＝
横
屋
徳
左
衛
門
の
誤
記
か
（
「
萩
市
史
」
第
一
巻

頁
参

207

照
）



一

御
国
中
飢
人
正
月
よ
り
二
月
下
旬
迄
追
々
相
増

拾
七
万
七
千
五
百

人
程
有
之
候

一

御
国
中
死
牛
馬
千
匹
程

内
九
百
程
ハ
虫
付
之
草
藁
を
喰

相
煩
死
申
候

一

御
国
中
飢
人
為
御
救

大
坂
に
て
御
賣
米
二
万
五
千
石

御
買
セ
被
成

度
之
通

十
一
月
大
坂
御
留
守
居
井
上
源
三
郎
よ
り
御
願
セ
被
成
候

處
ニ
右
之
石
辻
ハ
不
被
為
成

一
萬
六
千
石
余

可
被
差
返
之
由
ニ
而

【
５
２
頁
】

二
月
末
迄
ニ
九
千
石
程

追
々
長
州
赤
間
関
へ
被
差
廻

其
内
長
府
江

千
三
百
石

徳
山
へ
千
石
御
配
分

岩
国
へ
茂
御
買
せ
可
被
成
由

被
仰
聞
候
処

領
内
餓
人
救
之
沙
汰
も
致
候
由
に
て
御
米

買
得
仕
間
敷
之
由
申
来
候
事

長
門
金
匱
終

【
５
３
頁
】

古
実
記
四
冊
之
内

文
化
五
戊
辰

十
月
写

磯
部
権
左
衛
門

【
完
】


